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1. はじめに 

東日本大震災では，町長と町職員の30名余りが津波

の犠牲となった．岩手県大槌町をはじめとして災害

対応においてまず中心的な役割を果たすことが期待

された市町村が機能不全に陥った．また，岩手・宮

城・福島の3県が同時に甚大な被害を受ける等，県境

をまたいだ災害対応が求められた． 

このような状況に対し，多様なスキームにより全

国からの支援が行われた．都道府県レベルの支援に

関しては，全国知事会が，緊急広域災害対策本部（本

部長：麻生全国知事会会長）を設置した．そして，

被災県知事に対して応援を必要とする項目，被災者

の救援・救護にかかる人員の派遣や資機材及び物資

の提供など，広域応援の速やかな実施に向けた応援

を行った1)
． 

各自治体では，災害時に備えた事前自治体間相互

応援協定に基づいた支援も行われた．自治体間相互

応援協定とは，自治体が被害を受けた場合，協定を

締結している他の自治体が支援を行うことを事前に

定めた協定である．協定による支援は，被災地から

の要請による支援に比べて，要請を待たない迅速な

対応，支援相手がはっきりしていることによる支援

責任の明確化，事前の連携による情報交換など，様々

な利点がある．加えて，東日本大震災以後，自治体

間での協定が締結されている事例は多く，本協定を

用いた災害対応への期待が高まっている． 

しかし，これまでに締結されている協定の特徴や

効果に関する検証はほとんど行われていない．実際

に，従前の姉妹都市間での協定など，防災工学上合

理的とは考えにくい協定も少なくない．また，規模

の小さい自治体は，適切な締結相手を探すことすら

ままならず，締結状況に偏りが生じている． 

そこで本研究では，今後の広域的な災害対応を効

果的に行うために，自治体間相互応援協定を締結す

る際の指針を示し，適切な協定締結を実現するため

に，適切な協定締結を促すための「協定締結支援シ

ステム」を構築する． 

2. 「被害状況」と「支援側の自治体規模」の関係 

東日本大震災における「被害状況」に対して支援

を行った．「支援側の自治体規模」を明らかにし，支

援の際に必要となる最低限の自治体職員数を推定す

る．これによって，協定締結に必要な自治体数や，

締結相手の決定法が可能になる． 

使用データは，総務省統計局の震災時の被害状況

のデータ
2)
，全国自治体の自治体職員数のデータ

3)
，

東日本大震災における協定による支援
4)
，その他支援

に関するデータ
5)
である． 

東日本大震災における，「被害状況」と「支援自治

体規模」の関係を図-1に示す．これは，被害を受け

た各自治体に関して，被災程度(図-1では被災家屋数

をその自治体の総住宅数で正規化した値)を横軸に，

支援を行った自治体規模 (職員数の合計を，支援を

受けた自治体の職員数で正規化した値)を縦軸にと

ったものである． 
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図-1 被災家屋数と支援自治体側の職員数の関係 
 

キーワード 自治体間相互応援協定，東日本大震災 
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この結果から，以下の式に示すように「被災程度」

と「支援側自治体の最低限の規模」の関係を導いた． 
xy 104.0=  (1) 

x :被災程度(被災家屋数/総住宅数，単位(％) 

y :支援側自治体に求められる最低限の規模(被支援側自治体

職員数で正規化した職員数の規模) 

この式は，たとえばx=30，すなわち家屋被害率30％

の場合，y=3.12，つまり支援側自治体の職員数の合

計が被支援側自治体の最低でも約3倍以上必要であ

ることを表している． 

3．協定締結支援システムの構築 

ここでは上述の算出結果を踏まえ，各自治体が協

定を締結する際に，最適な締結先を見つけるための

システム（協定締結支援システム）を構築する． 

(1)システムの必要性 

自治体間相互応援協定は，迅速な災害時の対応を

じつげんするために効果的である．しかし，現状と

して，協定を締結する際に考慮すべき要素などに関

するガイドラインは存在せず，各々の自治体が独自

の判断でおこなっている．結果として，全体として

バランスのとれたものになっていないし，規模の小

さな自治体は締結相手を適切に選定する事自体が難

しい状況となっている．そこで本研究では，様々な

要素を考慮し，適切な締結相手の候補を表示するシ

ステムの作成を試みる．これを各自治体に提供する

ことで，適切な締結先を選定する支援が可能となり，

これにより効果的な協定の締結が促進できると考え

られる． 

(2)システムの計算要素 

本システムで用いた計算要素は表-1に示すように，

「被害規模」，「自治体規模」，「地理的関係」，「産業

構造」，「震災対応の経験」である．これらの条件を

考慮した上で，最適な締結相手を探す．これにより，

図-2に示すように，最適な締結相手を見つけること

ができた． 

4. まとめ 

本研究では，東日本大震災における各自治体の被

害状況と支援状況の関係の分析から，支援の際に必

要となる自治体の規模を推定する方法を提案した．

個の提案報を用いることで，想定する災害に応じた

協定締結相手の選定を支援する締結支援システムを

構築した． 

表-1 協定締結支援システムの計算要素 
計算要素名 概要 

被害規模 想定する災害による死傷者数，被

災家屋数など 
自治体規模 人口，自治体職員数など 
地理的関係 締結先自治体との地理的関係 

産業構造 1次産業，2次産業など，該当する

自治体の産業 

震災対応の経

験の有無 

過去の震災の経験の有無が支援の

質に大きく影響するため，震災対

応の経験を考慮するようにした． 
 

 

図-2 本システムの出力イメージ 
 

 

今後は，実際に被災地に派遣された職員数と被災

規模の関係を考慮すること，また，被害状況として

他の指標を考えるなどして，本提案システムの精度

を向上させていく予定である． 
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